
京都市精神障害者バレーボール強化振興事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、精神に障害のある市民がスポーツを楽しむ機会と環境を

整備し、精神障害者スポーツ活動の普及と振興を図ることにより、精神に障害

のある市民の社会参加を推進するため、全国障害者スポーツ（精神障害者バレ

ーボール競技）近畿地区予選会（以下「近畿地区予選会」という。）に出場す

る京都市代表チーム（以下「代表チーム」という。）に対する補助金の交付に

関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京

都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（交付の対象） 

第２条 補助金は、代表チームの強化振興に係る活動等に要する経費のうち、次

の各号に掲げるものであって、市長が必要かつ適当と認めるものについて交

付する。 

⑴ 近畿地区予選会の出場に要する経費 

⑵ 練習強化に要する経費 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち市長が適当と

認める額とする。 

 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条の規定による申請は、市長が別に定める期日までに、京都市

精神障害者バレーボール強化振興事業補助金交付申請書（第１号様式）のほか、

市長が必要と認める書類を添えて、行わなければならない。 

 

（標準処理期間） 

第５条 市長は、条例第９条による申請が到達してから 14 日以内に条例第 10

条各項について決定し、速やかに代表チームに通知するものとする。 

 

（変更等の承認の申請） 

第６条 条例第 11条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分の変

更に係る市長等の承認の申請は、京都市精神障害者バレーボール強化振興事

業補助金変更承認申請書（第２号様式）によって行うものとする。 



 

２ 条例第 11 条第１項第１号に規定する軽微な変更は、事業計画の内容の著し

い変更を伴うもの以外で、経費の額に変更を生じないものとする。 

 

３ 条例第 11条第１項第２号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の

承認の申請は、京都市精神障害者バレーボール強化振興事業補助金中止・廃止

承認申請書（第３号様式）により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第７条 条例第 18 条第１項に規定する実績報告は、京都市精神障害者バレーボ

ール強化振興事業補助金実績報告書（第 4 号様式）ほか、市長が必要と認める

書類を添えて、行わなければならない。 

 

（補助金等の交付額の決定等） 

第８条 前条の規定による報告を受けた場合においては、同条の報告書及び市長

等が定める書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助

事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

るか否かを調査し、適合すると認めるときは、補助金等の交付額を決定し、補

助事業者等に通知するものとする。 

 

（補則） 

第９条 この要綱において別に定めることとされている事項のほか、要綱の施

行に関し必要な事項は、保健福祉局こころの健康増進センター所長が定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

  



第１号様式（第４条関係） 

 

京都市精神障害者バレーボール強化振興事業補助金交付申請書 

 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

申請者の所在地 チームの名称及び代表者名 

 

 

   

電話 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により補助金の交付を

申請します。 

交付申請額 円      

事業の目的  

事 業 期 間 年  月  日 ～     年  月  日   

添 付 書 類  

 

  



第２号様式（第６条関係） 

 

京都市精神障害者バレーボール強化振興事業補助金変更承認申請書 

 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

申請者の所在地 チームの名称及び代表者名 

 

 

   

電話 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第１１条第１項第１号の規定により

変更の承認を申請します。 

交付申請額 円      

変更の内容  

添 付 書 類  

 



第３号様式（第６条関係） 

 

京都市精神障害者バレーボール強化振興事業補助金中止・廃止承認申請書 

 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

申請者の所在地 チームの名称及び代表者名 

 

 

   

電話 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第１１条第１項第２号の規定により

補助事業の中止・廃止の承認を申請します。 

対象事業  

交付決定日 年    月    日      

中止年月日 年    月    日      

中止の理由  

 

  



第４号様式（第７条関係） 

 

京都市精神障害者バレーボール強化振興事業補助金実績報告書 

 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

申請者の所在地 チームの名称及び代表者名 

 

 

   

電話 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定により補助事業の実

績を報告します。 

事業実績 

対象経費 円     

補助金額 円     

事業期間 年  月  日 ～     年  月  日   

添付書類  

 

 

 


